（別添）JCM登録簿の利用に関する誓約書条文
JCM登録簿の利用に関する誓約書

主務官庁及び指定実施機関　御中

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号。以下、「法」という。）に定める国際協力排出削減量口座簿（以下、「JCM登録簿」という。）における法人等保有口座の利用に際し、法人等保有口座名義人（以下、「口座名義人」という。）である誓約者は、法及び適用される二国間クレジット制度（以下「JCM」という。）の実施に関する法令に従うとともに、別添の第１条から第８条に掲げる事項を誓約します。
　なお、本誓約書内で定義されていない用語については、法に定められた定義によるものとします。

	国際協力排出削減量の管理を担当する者の氏名
	

	国際協力排出削減量の管理を担当する者の電子メールアドレスその他の連絡先
	



　年　月　日
誓約者：
住　所
(法人の場合)
名　称
代表者役職名・氏名　　登録印または署名
(個人の場合)
氏名　　登録印または署名
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（総則）
第１条　口座名義人は、JCM登録簿の利用に関連し、法令を遵守し、主務官庁及び法に基づき指定された指定実施機関（以下総称して「指定実施機関等」という。）により策定又は改定されたJCMの実施に関する文書（以下総称して「JCM関係規定」という。）に定められた事項に従う。
２　JCM関係規定に定めがない場合、口座名義人は、指定実施機関等の指示に従う。

（JCMクレジットの二重計上及び二重使用の禁止）
第２条　口座名義人は、国際協力排出削減量（以下、「JCMクレジット」という。）を他者名義の口座へと移転した場合、移転されたクレジット分を自らの排出削減・吸収量として計上しない。
２　口座名義人は、JCMクレジットを無効化（法第52条第3項3号イに定める無効化をいい、我が国の国が決定する貢献のための利用を目的として、JCMクレジットを移転出来ない状態にすることをいう。）又は取消し（法第52条第3項3号ロに定める取消しをいい、無効化以外の目的により、JCMクレジットを移転できない状態にすることをいう。）の用途に用いた場合には、同用途に用いたクレジット分を同用途以外のための排出削減・吸収量として使用しない。

（口座名義人の地位の譲渡及び担保差し入れ）
第３条　口座名義人は、口座名義人たる地位及び権利義務につき、第三者に対する譲渡、移転、担保差し入れその他第三者の権利を設定する行為をしてはならず、口座名義人の名義貸しを行わない。

（情報の提供）
第４条　口座名義人は、指定実施機関等により、情報の提出が求められたときは、JCM登録簿の利用に関連し必要な範囲で、速やかに指定実施機関等の指示に従う。
２　口座名義人は、JCM登録簿に有する自らの口座に係る記録等に過誤を発見した場合には、遅滞なく、当該過誤の修正内容について指定実施機関等に連絡する。
３　口座名義人が情報の提供を怠ったために、JCM関係規定に基づく指定実施機関等からの通知が延着し又は到達しなかった場合、当該延着又は到達しなかった通知は通常到達すべき時点において到達したものとみなすことをあらかじめ承諾する。
４　口座名義人は、指定実施機関等が、日本国におけるJCMの実施に必要な範囲で、口座名義人の情報を関係者に提供することをあらかじめ承諾する。
５　口座名義人は、指定実施機関等が、国際的な排出削減制度における活用（国が決定する貢献のための利用を除く。）が認められたJCMクレジットに関して、次に掲げる事項を公開することに同意する。
一　当該制度の名称
二　前号の制度で活用が認められたJCMクレジットの総量及び当該JCMクレジットの識別番号
三　当該目的のために取消しされたJCMクレジット量及び当該JCMクレジットの識別番号
四　前号のJCMクレジットの取消日
五　第三号の取消しを行った口座名義人たる法人名及び取消しを行った口座名義人たる法人と当該目的のために取消しの実施を依頼した法人が異なる場合は依頼した法人名

（個人情報）
第５条　口座名義人は、指定実施機関等に対し、個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。）に定める個人情報をいう。）を提供するにあたっては、個人情報保護法に基づき、本人の同意その他必要な手続を履践する。

（免責事項）
第６条　口座名義人によるJCM登録簿の利用に関連し、問題が発生した場合には、全て口座名義人の責任で対処しなければならない。また、日本国におけるJCMの実施により、口座名義人において損失が生じても、指定実施機関等に故意又は重大な過失がない限り、口座名義人は指定実施機関等に対して一切の責任分担を求めない。
２　口座名義人は、JCM登録簿が廃止された場合、当該廃止により口座名義人に損害が発生しても、指定実施機関等に対して一切の責任分担を求めない。
３　口座名義人は、JCM関係規定の変更等が行われた場合、当該変更等により口座名義人に発生した損害につき、指定実施機関等に対して一切の責任分担を求めない。
４　口座名義人は、指定実施機関等が口座名義人のJCMクレジットにつき差押えを行う等の裁判所等の命令の送達を受け、これに従って行動した場合、口座名義人その他の第三者に発生した損害につき、指定実施機関等に対して一切の責任分担を求めない。
５　天変地異その他の不可抗力、通信機器の障害（一時的なものであるか否かを問わない。）、口座名義人との間の通信回線（有線、無線を問わない。）の障害、インターネットサービスプロバイダーの役務提供に係る障害、コンピューターウィルスの介在、権限のない第三者による不当な口座利用、インターネット閲覧のためのアプリケーションの不具合等に起因して又は関連して記録等の遅延、不能又はこれらに関する誤処理がなされたことにより口座名義人に発生した損害につき、口座名義人は、指定実施機関等に故意又は重大な過失がないかぎり、指定実施機関等に一切の責任分担を求めない。
６　口座名義人は、第１項から第５項以外の場合において、JCM登録簿の利用に関連し発生した損害につき、指定実施機関等に故意又は重大な過失がないかぎり、指定実施機関等に一切の責任分担を求めない。

（暴力団排除）
第７条　口座名義人は、口座名義人が次の各号のいずれにも該当しないことを誓約する。
一　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であること又は法人の役員等（役員又は支店若しくは営業所の代表者、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であること
二　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていること
三　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していること
四　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有していること
２.　 口座名義人は、口座名義人が前条各号の一に該当すると認められるときは、指定実施機関等が当該口座名義人の法人等保有口座の閉鎖、当該口座名義人のJCMクレジットの振替の制限、それらの措置の公表等を行うことができることを承諾する。

（準拠法及び管轄裁判所）
第８条　本誓約書に係る準拠法は、日本法とすることを承諾する。
２　口座名義人は、この誓約書に定めのない事項及びこの誓約書に関して生じた疑義又は紛争等については、指定実施機関等との間で十分協議の上、その解決に向けて努力する。
３　この誓約書に基づく権利及び義務について、前項に定める協議によって解決できない事項がある場合は、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを承諾する。

以上



